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熊本地域内の観測井の地下水位の変化 

 

 

  

⑦熊本第７号（植木町大和）

③熊本第３号（合志市野々島）

⑨熊本第９号（菊池市泗水町）

②熊本第２号（合志市上庄）

⑥熊本第６号（大津町平川）

⑬熊本第13号（西原村鳥子）

⑤熊本第５号（菊陽町辛川）

⑩熊本第10号（益城町寺迫）

⑫熊本第12号（熊本市中央区出水）

④熊本第４号（熊本市南区並建町）

⑧熊本第８号（熊本市南区城南町）

⑮熊本第15号（益城町福富）

㉛熊本第16号（嘉島町上島）

㉞熊本第17号（菊陽町原水）

㉟熊本第18号（合志市竹迫）

①熊本第１号（熊本市中央区水前寺）

⑭熊本第14号（熊本市中央区水前寺）

地下水観測井 位置図

所在地 傾向

熊本第１号 水前寺観測井 熊本市中央区水前寺 横ばい（微減）

熊本第２号 合志観測井 合志市上庄 横ばい（微増）

熊本第３号 西合志観測井 合志市野々島 横ばい（微減）

熊本第４号 並建観測井 熊本市南区並建 横ばい（微増）

熊本第５号 菊陽観測井 菊陽町辛川 上昇

熊本第６号 大津観測井 大津町平川 横ばい（微減）

熊本第７号 植木観測井 熊本市北区植木町 横ばい（微増）

熊本第８号 城南観測井 熊本市南区城南町 横ばい（微増）

熊本第９号 泗水観測井 菊池市泗水町 上昇

熊本第10号 益城観測井 益城町寺迫 横ばい（微減）

熊本第12号 出水観測井 熊本市中央区出水 横ばい（微減）

熊本第13号 西原観測井 西原村鳥子 上昇

熊本第14号 水前寺（浅）観測井 熊本市中央区水前寺 横ばい（微減）

熊本第15号 グランメッセ観測井 益城町福富 横ばい（微減）

熊本第16号 嘉島観測井 嘉島町上島 横ばい（微減）

熊本第17号 セミコン観測井 菊陽町原水 令和５年度設置

熊本第18号 セミコン２観測井 合志市竹迫 令和６年度設置

観測井の名称

上昇

横ばい（微増）

横ばい（微減）

令和５～６年度設置の観測井

（熊本市北区植木町） 
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各観測井の地下水位の状況 
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令和５年度（2023 年度）市町村別地下水採取状況 

 

 

 

 

 

※ 菊池市は、旧旭志村及び旧泗水町の区域に限る。 

 

  

単位：㎥ 
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令和５年度（2023 年度）用途別地下水採取状況 
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熊本県地下水保全条例の主な規定 

 

第１章 総則 

１ 目的（第１条） 

 この条例は、地下水が県民の生活にとって欠くことのできない地域共有の貴重

な資源であることに鑑み、地下水の汚染の防止、地下水の適正な採取、地下水の

合理的な使用及び地下水の涵養に関し必要な措置を講ずることにより、県民が豊

かで良質な地下水の恵みを将来にわたって享受できるよう地下水の保全を図り、

もって県民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。 

 

２ 基本理念（第１条の２） 

 地下水の保全は、地下水の流動が蒸発、降水、地下への浸透並びに河川及び海

への流出を繰り返すという水の循環の一部をなすものであり、かつ、地下水が県

民生活及び地域経済の共通の基盤となっていることを踏まえ、地下水は公共水

（公共性のある水であることをいう。）であるとの認識に立ち、事業者、県及び

県民が地下水の保全に係るそれぞれの責務を果たすとともに、連携し、及び協働

して地下水の保全に取り組むことにより推進されなければならない。 

 

第２章 地下水の水質の保全 

１ 地下水質保全目標（第６条） 

 知事は、地下水の水質の保全に関する対策の推進に当たり、地下水の水質の保

全を図るうえで維持することが望ましい基準として、地下水の水質の保全に関す

る目標を定めるものとする。 

 

２ 使用管理計画の届出（第８条） 

 対象化学物質（カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある

物質）を業として使用しようとする者は、対象事業場ごとに、規則で定めるとこ

ろにより、知事に届け出なければならない。 

 

３ 地下浸透水の浸透の制限（第１６条） 

 対象事業場から水を排出する者(地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、規則

で定める要件に該当する地下浸透水を浸透させてはならない。 

 

４ 排出水の排出の制限（第１７条） 

 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該対象事業場の排水口において特別

排出基準に適合しない排出水を排出してはならない。 
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５ 自主検査の実施（第１９条） 

 対象事業場の設置者は、規則で定めるところにより、当該事業場内の井戸水及

び地下浸透水並びに排出水の水質検査を定期的に実施し、その結果を記録保存し

ておかなければならない。 

 

６ 硝酸性窒素等汚染対策の推進（第２１条の５） 

 県は、地下水中における硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度の低減を図るた

め、事業者、県民及び市町村と連携し、及び協働して、事業者が排出する水の適

正な処理、肥料の適正な使用、家畜排せつ物の適正な管理、生活排水対策の推進

等を図り、硝酸性窒素等の地下への過剰な浸透の抑制に取り組むものとする。 

 

第３章 地下水の水量の保全 

１ 指定地域及び重点地域の指定（第 25 条、第 25 条の２） 

 知事は、地下水の採取に伴う障害が生じ、及び生ずるおそれのある地域並びに

これらの地域と地下水理において密接な関連を有すると認められる地域を「指定

地域」として指定する。 

 また、「指定地域」の中で、特に地下水の水位が低下している地域及びこの地

域と地下水理において密接な関連を有すると認められる地域を「重点地域」とし

て指定する。 

 

２ 地下水採取の許可（第 25 条の３） 

 次に掲げる行為をしようとする者は、揚水設備ごとに、あらかじめ、知事の許

可を受けなければならない。 

(1) 重点地域において揚水機の吐出口の断面積が 19 ㎠を超える揚水設備により

地下水を採取すること。 

(2) 重点地域以外の地域において揚水機の吐出口の断面積が 125 ㎠を超える揚水

設備により地下水を採取すること。 

 

３ 地下水採取の届出（第 26 条） 

 次に掲げる行為をしようとする者は、揚水設備又は自噴井戸ごとに、当該行為

をしようとする日の 30 日前までに、知事に届け出なければならない。 

(1) 重点地域において揚水機の吐出口の断面積が 6 ㎠を超える揚水設備又は吐出

口の断面積が 19 ㎠を超える自噴井戸により地下水を採取すること。 

(2) 重点地域以外の指定地域において揚水機の吐出口の断面積が 6 ㎠を超える揚

水設備により地下水を採取すること。 

(3) 指定地域を除く地域において揚水機の吐出口の断面積が 50 ㎠を超える揚水
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設備により地下水を採取すること。 

 

４ 地下水採取量の報告（第 29 条） 

 地下水採取の許可を受けた者又は地下水採取の届出を行った者は、揚水設備又

は自噴井戸ごとに地下水の採取量を測定し、毎年１回その結果を知事に報告しな

ければならない。 

 

５ 水量測定器の設置（第 30 条） 

 揚水機の吐出口の断面積が 50 ㎠を超える揚水設備（許可を要する揚水設備に

あっては、吐出口の断面積が 19 ㎠を超える揚水設備）により地下水を採取する

者は、水量測定器を設置しなければならない。 

 

６ 地下水使用合理化計画の作成・提出及び実施状況の報告（第 32 条の４） 

 地下水採取の許可を受けようとする者は、「地下水使用合理化計画」を作成

し、知事に提出しなければならない。また、当該計画を実施するとともに、毎年

度、その実施状況を知事に報告しなければならない。 

 

７ 地下水涵養計画の作成・提出及び実施状況の報告（第 35 条） 

 地下水採取の許可を受けようとする者は、「地下水涵養計画」を作成し、知事

に提出しなければならない。また、当該計画を実施するとともに、毎年度、その

実施状況を知事に報告しなければならない。 
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第二期熊本地域硝酸性窒素削減計画の概要 

【現状と課題】 

・平成 17 年度に熊本地域 11 市町 
村を対象とした熊本地域硝酸性 
窒素削減計画(以下「熊本地域計 
画」)を策定し対策を実施(第一 
期：H17～R6 の 20 年間) 

・第一期熊本地域計画の振り返り 
の中で、熊本地域の硝酸性窒素 
濃度の平均値は微減傾向にある 
が、基準超過の井戸や濃度が上昇傾向にある井戸も存在 

・地域の実情に応じた対策を推進するために「地下水中の硝酸性窒素対策に関 
する熊本県基本計画」(以下「県基本計画」)を令和６年３月に策定、県が市 
町村の個別計画の策定を支援 

 
◆第二期熊本地域計画の役割等 

・硝酸性窒素対策は長期にわたる取組が必要となるため、第二期熊本地域計画

を策定し、引き続き対策に取り組む(第二期計画期間：R7～R26 の 20 年間) 
・熊本地域の硝酸性窒素濃度の現状や過去の振り返りを計画内に記載し、県基

本計画に基づき熊本地域内の市町村が個別計画を着実に策定するとともに対策

を推進するための計画として位置づけ 
・具体的な取組等は、地域の実情に応じて各市町村の個別計画に記載 
 
◆ 水質目標及び取組目標(県基本計画を踏まえ設定) 

 
 
 

環境基準 10mg/L 

(mg/L) 
10  

8  

6  

4  

R3  R1 H29 H27 H25 H23 H21 H19 H17 H15 H13 
熊本地域の硝酸性窒素濃度の平均値の推移 


